
令和 4 年 5 月 9 日 

各 位 

お客様向け東和ＳＤＧｓ取組支援サービスの開始について 

 

 

株式会社東和銀行（頭取 江原 洋）は、地域のお客様に向けて東和ＳＤＧｓ取組支援サービスを

開始しますので、下記の通りお知らせいたします。 

 

本サービスの目的は、お客様へのＳＤＧｓの普及啓発やＳＤＧｓ宣言書の策定などを通じて、非財

務情報の把握による新たな課題抽出と解決に向けた本業支援を行うものです。 

 

当行は、平成 31 年 4 月に「東和銀行ＳＤＧｓ宣言」を公表、令和 4 年 2 月に脱炭素社会実現と企

業価値の向上を目的とした「ぐんま脱炭素コンソーシアム」の形成、更に令和 4 年 3 月に「サステナ

ビリティ基本方針」を制定し、「お客様と東和銀行のＳＤＧｓ（持続可能な発展目標※）の推進」を

キーワードとして、様々な社会的課題の解決に取り組んでおります。 
 

※ 当行は、お客様と当行の持続的な発展を目指す観点から「持続可能な発展目標」としております。 
 

今後とも、お客様のＳＤＧｓへの取組みをサポートし、お客様や地域の課題解決に取り組むこと

で、持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。 
 

記 
 
 
１.概要 

項 目 概 要 

業務内容 

(１)ＳＤＧｓに取り組む意思のあるお客様向けに、取組み状況の把握と評価を 

行う。 

(２)評価結果を還元し、ＳＤＧｓ達成に向けた課題を共有する。 

(３)課題共有により、ＳＤＧｓ達成（課題解決）のための支援を行う。 

(４)お客様の希望によりＳＤＧｓ宣言書を策定し、当行 HP 上に掲載いたします。

ご利用対象 法人・個人事業主のお客様 

ご利用料金 
110,000 円（税込） 

ＳＤＧｓ宣言書を策定した場合、手数料がかかります。 

その他 
本業務にあたっては、三井住友海上火災保険株式会社およびＭＳ＆ＡＤインター

リスク総研株式会社の協力をいただいております。 
 

２.取扱開始日 

  令和 4 年 5 月 10 日（火） 

以 上 
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東和SDGs取組支援サービス

御社のSDGsの取組みをサポートいたします
１．SDGs宣言のお申込みをいただきます。
２．御社のSDGsの取組みについて課題抽出をいたします。
３．課題に対して御社の取組み方針を決定していただきます。
４．SDGs宣言を弊行ホームページに掲載します。
５．SDGs宣言以後、モニタリングを実施いたします。

SDGsとは
SDGsとは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略称で、2015年
9月に国連で採択された2030年までの国際目標。「地球上の誰一人取り残さない」をスローガンに、
持続可能な社会の実現を目指しており、経済・社会・環境などの分野で17の目標と169のターゲット
で構成されています。



東和SDGs取組支援サービス 概要
名 称 東和SDGs取組支援サービス

サービス
概 要

①「ＳＤＧｓ取組評価・宣言支援」*によりＳＤＧｓ評価レポートを実施
専用チェックシートでお客様の企業活動を見える化し、評価結果を還元致します。

②ＳＤＧｓ経営の達成に向けたサポート
評価結果を踏まえ、事業とSDGsの結びつきを明らかにし、今後の取組むべき優先
課題を共有し、課題解決のためのサポートを行います。

③SDGs宣言書作成
当行がお客さまと一緒にSDGs宣言書を作成し、当行ホームページに宣言書を
掲載します。
SDGs宣言書作成時のみ下記手数料が発生しますが、SDGs宣言書作成を目的としない
本サービスの申込は受付けかねます。

④モニタリングサポート
希望するお客さま向けに、毎年1回ＳＤＧs評価レポートを実施し、モニタリングを
行います。その後宣言書の更新を行い当行ホームページへ継続掲載します。
毎年更新時に下記手数料が発生します。

＊ＳＤＧｓ取組評価・宣言支援、宣言書策定については、三井住友海上火災保険株式会社、

MS＆ADインターリスク総研株式会社の協力を頂いております

ご利用いた
だける方

当行営業区域内の事業者（法人・個人事業主）でＳＤＧｓ経営に興味がある方

ご利用料金
SDGs宣言書作成時 ：110,000円（税込）
更新モニタリング時： 33,000円（税込）

◆本サービスの申込みをご希望のお客さまは、下記のお申込み・宣言
書の策定までの流れに沿って、お手続きをお願いします。

お申込み、宣言書策定までの流れ

１．右記のＱＲコードより、申込みフォームに必要事項を入力してください
２．当行の営業担当者により、評価レポートの提供や、ＳＤＧｓ宣言の
策定に向けた支援を実施します

３．当行より、宣言書等を還元します（紙媒体：営業店より交付、データ：本部より登録
メールアドレスへ送信）

４．当行ホームページ内の特設ページに宣言書および紹介文を掲載します

◆サービスをお申込みいただくにあたり、以下の事項をご確認ください。
• 宣言書の作成にあたり、お客さまの事業内容が記載された会社案内等の用意をお願いする場合がございます。
• 本サービスはお客さまの「ＳＤＧｓ宣言」策定を支援するものであり、当行が宣言を認証・認定したり、その実現可能性及び真実を
保証するものではございません。

• 本サービスの利用にあたり、宣言書作成時１１０，０００円（税込）、更新モニタリング時３３，０００円（税込）の利用料金が必
要となります。

• お客さまよりお預かりした情報は、当該サービスのご提供及びお客様のＳＤＧｓ経営に必要なサービスの提案にのみ利用致します。
• 暴力団及びその他の反社会的勢力に該当する場合、本サービスはご利用できません。
• 公序良俗を害するおそれのある事業を行っている場合は、本サービスのご利用をお断りする場合がございます。

【本サービスに関するお問い合わせ】
お取引のある東和銀行の本支店または最寄りの店舗にお問い合わせください。


